


<別 添>

（問１）第二 提供薬局等が留意すべき事項の４の（２）では、「複数の運営事

業者等が提供しているお薬手帳サービスの情報を含め、提供薬局等にお

いて一元的に情報閲覧できる仕組みの構築が必要であるが、その構築が

実現された場合には、その仕組みを活用することが望ましいこと。」とさ

れているが、薬局が提携している運営事業者等がこの仕組みを取り入れ

ている場合には、薬局はこの仕組みを活用するものと解して良いか。

（答） 課長通知の記載のとおり、同通知の趣旨の一つは、薬局において一つ

のお薬手帳での過去の服薬情報を一覧できるようにすることであり、薬

局が提携している運営事業者等が、複数の運営事業者等が提供している

お薬手帳サービスの情報を含め、一つのお薬手帳で過去の服薬情報を一

元的に情報閲覧できる仕組みを取り入れた場合に、薬局がこの仕組みを

活用することは、貴見のとおり、言うまでもない。


